
　

国
民
年
金
保
険
料
が
、
4
月
分

か
ら
月
額
1
4
、1
0
0
円
と
な

り
、
平
成
18
年
度
の
月
額
保
険
料

と
比
較
す
る
と
2
4
0
円
の
引
き

上
げ
と
な
り
ま
す
。

▽
第
1
号
被
保
険
者
の
保
険
料
額

　
（
月
額
）

・
定
額
保
険
料 

1
4
、1
0
0
円

・
付
加
保
険
料　
　
　

4
0
0
円

　

保
険
料
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
前
納
保
険
料
も
左
表
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な

方
は
、
免
除
申
請
手
続
き
を
し
、

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の「
全
額
」

も
し
く
は
「
一
部
」
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

　

免
除
申
請
は
、
本
人
・
世
帯

主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
所
得

制
限
以
下
の
場
合
に
承
認
さ
れ
ま

す
。「
一
部
」
免
除
の
認
定
と
な
っ

た
場
合
、
2
年
以
内
に
納
付
が
な

い
と
免
除
が
無
効
と
な
り
ま
す
。

多
段
階
免
除
の
保
険
料
額
は
、
左

表
の
と
お
り
で
す
。

※
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、10
年

の
支
払
が
前
の
支
払
機
関
と
な
り

ま
す
。
変
更
後
の
新
し
い
支
払
機

関
へ
の
支
払
を
確
認
す
る
ま
で

は
、
念
の
た
め
に
旧
口
座
は
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　　

会
社
員
や
公
務
員
に
な
ら
れ
る

20
歳
以
上
の
方
は
、
国
民
年
金
の

種
別
が
第
1
号
被
保
険
者
か
ら
第

2
号
被
保
険
者
に
変
わ
り
ま
す
。

　

種
別
変
更
の
手
続
き
や
保
険
料

の
納
付
は
、
勤
務
先
が
行
い
ま
す

の
で
、
必
ず
年
金
手
帳
を
勤
務
先

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
手
帳
に
は
、
基
礎
年
金
番

号
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

基
礎
年
金
番
号
は
、
公
的
年
金
共

通
の
番
号
で
す
。
転
職
や
退
職
な

ど
で
加
入
す
る
年
金
制
度
が
変

わ
っ
て
も
基
礎
年
金
番
号
は
生
涯

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

今
春
、
就
職
さ
れ
る
学
生
さ

ん
は
、
勤
務
先
で
の
手
続
き
が
ス

ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
年
金
手
帳

を
チ
ェッ
ク
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

年
金
手
帳
を
紛
失
の
方
は
、市

民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
ま
で
相
談
く
だ
さ
い
。

　

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

　

な
お
、
お
越
し
の
際
に
は
、
年

金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

●
4
月
14
日（
土
）は

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

●
4
月
2
日（
月
）・
9
日（
月
）・

　

16
日（
月
）・
23
日（
月
）は

　

午
前
9
時
〜
午
後
7
時

　

年
金
に
関
す
る
相
談
に
、
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
を
利
用
く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

　

分
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

●
相
談
電
話
番
号

▽
年
金
請
求
な
ど
の
年
金
相
談

☎
０
５
７
０
－
０
５
－
１イ
イ
ロ
ウ
ゴ

１
６
５

▽
年
金
を
受
給
中
の
方
の
相
談

☎
０
５
７
０
－
０
７
－
１イ
イ
ロ
ウ
ゴ

１
６
５

《
問
合
せ
》

▽
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

　

事
務
所
☎
22
－
３
１
９
６

▽
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総

　

合
支
所
市
民
生
活
課

保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

以
内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。追
納
が
2
年
以

内
で
あ
れ
ば
同
じ
保
険
料
で
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、3
年

目
か
ら
は
経
過
し
た
期
間
に
応

じ
て
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　　

年
金
受
給
中
の
方
が
引
越
し
等

に
よ
り
住
所
・
支
払
機
関
を
変
更

す
る
と
き
は「
住
所・支
払
機
関
変

更
届
」を
、新
住
所
地
の
社
会
保
険

事
務
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
に
あ
た
っ
て

①
住
所
を
変
更
す
る
場
合

　

社
会
保
険
事
務
所
の
住
所
変
更

の
処
理
が
済
む
ま
で
は
、
年
金
に

関
す
る
大
切
な
郵
便
物
が
届
く
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
前
住
所
地

の
郵
便
局
へ
郵
便
物
の
転
送
を
お

願
い
し
て
く
だ
さ
い
。

②
支
払
機
関
を
変
更
す
る
場
合

　

口
座
番
号
の
証
明
を
そ
の
金
融

機
関
・
郵
便
局
で
受
け
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
支
払
機
関
の
変
更
は
、

次
の
年
金
支
払
日
の
1
カ
月
前
ま

で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

1
カ
月
以
内
の
と
き
に
は
、
年
金

兵
庫
県
社
会
保
険
事
務
局

豊
岡
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

●
多
段
階
免
除
の
保
険
料
額

●
前
納
保
険
料
額

●
住
所
・
支
払
機
関

　
　
　
　

変
更
届
の
提
出
を

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

年
金
受
給
中
で　
　

引
越
し
さ
れ
る
方
へ

●
勤
務
先
に

　
　
　

年
金
手
帳
の
提
出
を

今
春
就
職
さ
れ
る

学
生
の
皆
さ
ん
へ

■前納保険料額
納付
方法 1カ月分 6カ月分 1年分

現金
支払

（月々）
14,100円 84,600円 169,200円

現金
支払

（前納）
【割引額】

− 83,910円
【690円】

166,200円
【3,000円】

■多段階免除の保険料額

種類 内容 納める
保険料

全額免除 保険料の全額が
免除されます 0円

4分の3免除 保険料の4分の3
が免除されます 3,530円

半額免除 保険料の半額が
免除されます 7,050円

4分の1免除 保険料の4分の1
が免除されます 10,580円
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4
月
1
日
か
ら

乳
幼
児
医
療
制
度（
対
象
年
齢
）が

　
　
　
　
　
　
　
　
　

拡
大
し
ま
す

　

乳
幼
児
医
療
の
対
象
者
は
、
0

歳
か
ら
義
務
教
育
就
学
前
ま
で
で

し
た
が
、
4
月
1
日
か
ら
は
小
学

校
3
年
生
ま
で
が
対
象
者
と
な
り

ま
す
。名
称
も
左
表
の
と
お
り「
乳

幼
児
医
療
費
助
成
事
業
」か
ら「
乳

幼
児
等
医
療
費
助
成
事
業
」
に
変

更
し
ま
す
。

●
4
月
か
ら
小
学
校
2
・
3
年
生

に
な
ら
れ
る
場
合

　

新
た
に
受
給
資
格
対
象
者
と
な

り
ま
す
の
で
、
両
親
そ
れ
ぞ
れ
の

所
得
が
下
表
の
所
得
制
限
基
準
額

以
内
の
方
は
、
申
請
に
必
要
な
も

の
を
持
参
の
上
、
市
民
課
国
保
医

療
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

①
児
童
名
記
載
の
健
康
保
険
証　

②
印
鑑　

※
次
に
該
当
す
る
方
は
、
所
得
課

税
証
明
書
の
提
出
も
必
要
で
す
。

・
対
象
者
の
扶
養
義
務
者
が
市
外

に
在
住
し
て
い
る
場
合
は
、
扶

養
義
務
者
の
平
成
18
年
度
の
所

得
課
税
証
明
書
（
平
成
17
年
中

の
所
得
）
が
必
要
で
す
。

・
平
成
18
年
1
月
2
日
以
降
に
豊

岡
市
へ
転
入
さ
れ
た
方
は
、
扶

養
義
務
者
の
平
成
18
年
度
所
得

課
税
証
明
書
（
平
成
17
年
中
の

所
得
）
が
必
要
で
す
。

▽
受
給
資
格
審
査　

　

前
年
の
所
得
額
（
平
成
17
年
中

の
所
得
）
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
申
告
さ
れ
て
い
な
い
方

は
早
急
に
税
務
課
で
申
告
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
受
給
資
格
開
始
日

　

申
請
さ
れ
た
月
の
初
日
か
ら
と

な
り
ま
す
（
3
月
に
申
請
の
場

合
は
4
月
1
日
か
ら
）

●
現
在
、
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者

証
を
お
持
ち
で
4
月
か
ら
小
学

校
1
年
生
に
な
ら
れ
る
場
合

　

現
在
、お
持
ち
の
受
給
者
証
は
、

有
効
期
間
が
3
月
末
ま
で
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
資
格
が

あ
り
ま
す
の
で
、
有
効
な
受
給
者

証
を
郵
送
し
ま
す
。

※
右
表
の
金
額
は
所
得
控
除
後
の

金
額
で
す
。
所
得
控
除
の
詳
し

い
内
容
に
つ
い
て
は
、
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》

　

市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

国
民
健
康
保
険
出
産
育
児
一
時

金
は
、
国
保
被
保
険
者
が
出
産
し

た
と
き
に
受
け
ら
れ
る
出
産
育
児

一
時
金
で
、
出
産
後
、
手
続
き
を

し
た
後
に
申
請
者
本
人
に
支
払
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
受
取
代
理
制
度
で
は
、

出
産
ま
で
に
必
要
な
手
続
き
を
す

れ
ば
、
35
万
円
を
限
度
に
、
出
産

費
用
を
国
民
健
康
保
険
か
ら
、
直

接
、
医
療
機
関
等
に
支
払
う
も
の

で
す
。

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
は
、
出
産

費
用
か
ら
35
万
円
を
控
除
し
た
額

を
支
払
う
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
出
産
費
用
の
全
額
を
準
備
す

る
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
出
産
費
用
が
35
万
円
未

満
の
場
合
は
、
差
額
を
被
保
険
者

に
支
払
い
ま
す
。

　

受
取
代
理
制
度
の
利
用
を
希
望

の
方
は
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
受
取
代
理
の
申
請
対
象
者

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

（
出
産
育
児

一
時
金
貸
付

制
度
の
利
用

者
を
除
く
）

②
出
産
予
定
日
ま
で
1
カ
月
以
内

の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

③
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
を
受

け
る
見
込
み
が
あ
る
方

④
医
療
機
関
等
か
ら
受
取
代
理
の

同
意
を
得
る
こ
と
が
可
能
な
方

⑤
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
方

▽
申
込
み
開
始
日

　

出
産
予
定
日
1
カ
月
前
（
4
月

1
日
受
付
分
か
ら
）

▽
申
込
み
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
鑑

・
出
産
予
定
日
が
確
認
で
き
る
も

の
（
母
子
手
帳
等
）

・
振
込
先
金
融
機
関
が
確
認
で
き

る
も
の
（
郵
便
局
以
外
）

《
申
込
み
・
問
合
せ
》

　

市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

4
月
1
日
受
付
分
か
ら

国
民
健
康
保
険
出
産
育
児
一
時
金
を

　
　

直
接
、
医
療
機
関
等
に
支
払
う

　
　
　

受
取
代
理
制
度
を
実
施
し
ま
す

■乳幼児医療制度
事業名 対象者 所得制限

（平成17年中の所得） 一部負担金

現　

行
乳幼児
医　療

0歳〜
 義務教育
 就学前

・0歳は所得
　制限なし
・1歳以上は
　下表の基準
　額未満

《外来》1つの医療機関当た
り1日700円まで、月2
回（1,400円）の負担

《入院》1割負担、1カ月の
限度額2,800円

改
正
後

乳幼児
等医療

0歳〜
　　小学校
　　 3 年生

同基準 同基準

■乳幼児等医療の所得基準額
扶養親族数 扶養義務者の所得

なし 532万円

1人 570万円

2人 608万円

3人以降 1人増すごとに38
万円を加算した額
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